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一

ラ
ク
ダ
代
を
踏
み
倒
そ
う
と
し
て

一
六
三
二
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヨ
ー
ク
市
に
生
ま
れ
た
と
設
定
さ
れ

て
い
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
一
六
五
九
年
か
ら
一
六
八
六
年

ま
で
二
十
八
年
間
、
西
イ
ン
ド
諸
島
の
無
人
島
で
暮
ら
し
た
後
、
一
六
八

七
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
周
知
の
話
で
あ
る
が

(D
aniel
D
efoe,T
he
Life
and
Strange
Surprising
A
dventures

of
Robinson
Crusoe,1719.
平
井
正
穂
訳
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
(上
）』
岩
波
文
庫
）、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
に
は
続

編
が
あ
る
。
一
七
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
T
he
Farther
A
dventures

of
Robinson
Crusoe
(平
井
正
穂
訳
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー

(下
）』
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。

こ
の
続
編
の
中
で
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
一
六
九
五
年
、

中
国
行
き
の
船
に
乗
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
出
た
。
ベ
ン
ガ
ル
に
置
き
去
り

に
さ
れ
、
六
年
後
、
ベ
ン
ガ
ル
か
ら
中
国
へ
向
か
っ
て
船
出
し
た
。
年
月

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
旅
程
か
ら
見
て
一
七
〇
二
年
、
北
緯
三
十
度

付
近
に
位
置
す
る
小
さ
な
港
Q
uinchang
か
ら
中
国
に
上
陸
し
た
。
こ

の
港
は
浙
江
省
寧
波
府
鎮
海
県
の
港
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
北
京
へ
行
き
、

一
七
〇
三
年
(年
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。）
二
月
、
ロ
シ
ア
人
ら
の
大

商
隊
と
共
に
北
京
を
出
発
し
た
。
万
里
の
長
城
を
越
え
、
ナ
ウ
ン
と
い
う

中
国
の
国
境
の
町
を
経
て
、
同
年
四
月
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
領
域
内
に
入
っ

た
。
ト
ボ
ル
ス
ク
で
隊
商
と
別
れ
、
一
七
〇
五
年
一
月
、
ロ
ン
ド
ン
に
帰

り
着
い
た
。

中
国
で
裁
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ー
ソ
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ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
長
城
を
越
え
た
後
、
ナ
ウ
ン
の
町
ま

で
二
日
半
の
行
程
に
位
置
す
る
村
(T
ow
n
と
も
V
illage
と
も
表
記
さ

れ
て
い
る
。）
で
、
一
匹
の
ラ
ク
ダ
を
買
い
た
く
な
り
、
一
人
の
中
国
人

男
性
に
ラ
ク
ダ
を
手
に
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
そ
の
人
と
と
も
に
村

か
ら
二
マ
イ
ル
離
れ
た
ラ
ク
ダ
売
り
場
に
行
き
、
値
段
に
合
意
し
て
一
匹

の
ラ
ク
ダ
を
買
っ
た
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
人
男
性
が
ラ
ク
ダ

の
代
金
を
立
て
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
帰
り
道
で
タ
ル
タ
ル
人

に
襲
わ
れ
、
中
国
人
男
性
の
引
い
て
い
た
ラ
ク
ダ
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
村
に
帰
っ
て
か
ら
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
こ
の
中

国
人
男
性
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
T
he
Farther
A
dven-

tures
ofRobinson
Crusoe
(Pickering
&
Chatto,London,2008,

pp.187-8.）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、

平
井
正
穂
訳
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
(下
）』
(岩
波
文
庫
、
二
〇

〇
七
年
。
三
四
二
頁
か
ら
三
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
私
達
が
村
に
帰
っ
た
時
、
ラ
ク
ダ
代
を
支

払
っ
て
く
れ
る
よ
う
、
そ
の
中
国
人
男
性
が
要
求
し
た
の
で
す
。
私
は

そ
れ
を
渋
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
争
い
は
当
地
の
中
国
人
裁
判
官

の
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
れ
ば
、
私
達

は
治
安
判
事
の
前
に
出
た
の
で
す
。
正
当
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

中
国
人
裁
判
官
は
、
十
分
な
慎
重
さ
と
公
平
さ
で
も
っ
て
判
決
を
下
し

ま
し
た
。
彼
は
、
両
当
事
者
の
主
張
を
聴
い
て
か
ら
、
ラ
ク
ダ
を
買
う

た
め
に
私
と
一
緒
に
行
っ
た
中
国
人
男
性
に
向
か
っ
て
厳
粛
に
尋
問
し

ま
し
た
。「
あ
な
た
は
誰
の
使
用
人
で
す
か
。」「
私
は
誰
の
使
用
人
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
中
国
人
男
性
が
答
え
ま
し
た
。「
こ
の
異
邦
人
と

一
緒
に
行
っ
た
だ
け
で
す
。」「
誰
の
依
頼
に
よ
っ
て
ラ
ク
ダ
を
買
い
に

行
っ
た
の
で
す
か
。」
と
裁
判
官
が
尋
ね
ま
し
た
。「
こ
の
異
邦
人
の
依

頼
に
よ
っ
て
で
す
。」
と
中
国
人
男
性
が
答
え
ま
し
た
。「
と
い
う
こ
と

は
こ
う
な
り
ま
す
。」
裁
判
官
が
言
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
そ
の
時
間

は
、
こ
の
異
邦
人
の
使
用
人
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
ラ
ク
ダ
が
こ
の

異
邦
人
の
使
用
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
ラ
ク
ダ
は
こ
の
異

邦
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
彼
は
ラ
ク
ダ
代

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

白
状
し
ま
す
が
、
事
情
が
あ
ま
り
に
も
明
白
で
し
た
の
で
、
私
は
言

う
べ
き
言
葉
が
一
言
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
因
果

関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
正
し
い
推
論
、
及
び
訴
訟
の
原
因
の
こ

の
よ
う
な
正
確
な
説
明
を
聞
い
て
感
心
し
て
し
ま
い
、
私
は
ラ
ク
ダ
代
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を
喜
ん
で
支
払
い
ま
し
た
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
こ
の
村
に
着
い
た
の
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦

の
一
七
〇
三
年
(年
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。）
二
月
初
め
に
北
京
を
出

発
し
て
一
ヶ
月
以
上
経
っ
た
時
か
ら
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
国
境
に
達
し
た
同

年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
の
時
点
で
あ
る
の
で
、
清
の
康
煕
帝
の
四
十
二

年
で
あ
る
。

こ
の
村
は
、
タ
ル
タ
ル
人
の
襲
撃
に
備
え
て
要
塞
化
さ
れ
て
お
り
、
ナ

ウ
ン
の
町
(the
City
N
aun,or
N
aum
.Ibid.,p.189.）
に
到
る
ま
で
、

お
よ
そ
二
日
半
か
か
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
(Ibid.,p.186.）。
ナ
ウ
ン

は
、
吉
田
金
一
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
』
(東
洋

文
庫
、
昭
和
五
十
九
年
。
八
十
三
頁
）
に
拠
れ
ば
、
斉
斉
哈
爾
(チ
チ
ハ

ル
。
現
在
の
黒
龍
江
省
斉
斉
哈
爾
市
。）
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
人
が
こ
れ
を

ナ
ウ
ン
と
呼
ん
だ
。
斉
斉
哈
爾
は
、
も
と
は
卜
魁
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
、

康
煕
三
十
年
(一
六
九
一
）
に
城
が
築
か
れ
た
際
、
近
村
の
名
を
取
っ
た
。

康
煕
三
十
八
年
(一
六
九
九
）、
黒
龍
江
将
軍
が
墨
爾
根
城
か
ら
移
駐
し
、

黒
龍
江
省
の
治
所
と
な
っ
た
(吉
田
前
掲
著
書
、
三
三
七
頁
、『
盛
京
通

志
』
巻
十
五
、『
黒
龍
江
外
記
』
巻
一
、『
清
史
稿
』
巻
五
十
七
）。

ナ
ウ
ン
の
町
ま
で
二
日
半
の
距
離
は
、
日
行
五
十
里
(清
律
、
名
例
律
、

流
犯
在
道
会
赦
条
）
で
計
算
す
る
と
、
百
二
十
五
里
(一
里
は
五
百
七
十

六
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
嘉
慶
十
五
年
(一
八
一
〇
）
に
成
っ
た
西
清
撰

『
黒
龍
江
外
記
』
の
巻
二
に
拠
れ
ば
、
康
煕
二
十
四
年
(一
六
八
五
）
に
、

斉
斉
哈
爾
か
ら
南
へ
伯
都
訥
(現
在
の
吉
林
省
扶
余
県
）
に
至
る
路
と
、

斉
斉
哈
爾
か
ら
東
北
へ
黒
龍
江
城
(現
在
の
黒
龍
江
省
黒
河
市
）
に
至
る

路
と
に
十
九
の
駅
站
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
駅
站
で
は
、
駅
丁
が
聚
落

を
成
し
、
駅
站
ご
と
に
百
十
家
を
下
ら
な
か
っ
た
。
駅
丁
は
皆
、
官
か
ら

家
屋
を
与
え
ら
れ
、
旅
客
を
待
っ
た
。
勝
手
に
旅
店
を
開
く
者
も
い
た
。

駅
站
と
駅
站
と
の
間
に
は
全
く
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
駅

站
の
う
ち
、
斉
斉
哈
爾
城
中
の
卜
奎
站
か
ら
西
南
五
十
五
里
の
駅
站
が
特

木
徳
赫
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
南
七
十
五
里
、
即
ち
斉
斉
哈
爾
城
か
ら
南
百

三
十
里
の
駅
站
が
温
托
歓
で
あ
っ
た
。
こ
の
温
托
歓
站
を
、
ロ
ビ
ン
ソ

ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
裁
判
を
受
け
た
村
の
候
補
地
と
し
た
い
。

ラ
ク
ダ
(Cam
el）
に
つ
い
て
は
、
イ
ズ
ブ
ラ
ン
ト
・
イ
デ
ス
の
『
モ
ス

ク
ワ
か
ら
中
国
へ
の
三
年
間
の
旅
』
(E.Y
sbrants
Ides,T
hree
Y
ears

T
ravels
from
M
oscow
to
China,London,1706,p.81.）
に
、「
一
六

九
四
年
二
月
十
九
日
に
私
(イ
デ
ス
）
は
北
京
を
出
発
し
、
二
十
五
日
に

長
城
に
近
い
ガ
ル
ガ
ン
の
町
に
着
い
た
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
ナ
ウ
ン
に
行

き
、
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
チ
チ
ハ
ル
地
方
の
(X
ixigarschean）
村
を

中
国
で
裁
判
を
受
け
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
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通
過
し
て
、
タ
ル
タ
ル
人
の
辺
境
、
そ
し
て
大
砂
漠
へ
向
か
っ
た
。
そ
こ

(砂
漠
の
中
か
手
前
に
あ
る
村
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。）
に
我
々
は
野
営
し
、

数
日
間
留
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
我
々
の
ラ
ク
ダ
用
の
鞍
、
及
び
他
の
、
旅

行
に
必
要
な
物
す
べ
て
を
手
に
入
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
ラ
ク
ダ
と
ラ
バ
が

大
変
安
か
っ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
デ
ス
は
モ
ス
ク
ワ
か
ら
中
国

に
派
遣
さ
れ
た
使
節
で
あ
る
(吉
田
前
掲
著
書
、
三
二
〇
頁
）。
イ
デ
ス

の
こ
の
旅
行
記
は
、
中
国
に
つ
い
て
デ
フ
ォ
ー
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
文

献
の
一
つ
で
あ
る
(大
野
英
二
郎
『
停
滞
の
帝
国
―
―
近
代
西
洋
に
お
け

る
中
国
像
の
変
遷
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
。
一
七
六
頁
）。

『
黒
龍
江
外
記
』
巻
八
に
、「
土
、
驢
・
驘
(ラ
バ
）
を
産
す
。
形
體

皆
小
な
り
。
駱
駞
(ラ
ク
ダ
）
は
、
た
だ
呼
倫
貝
爾
(ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
）

の
み
、
こ
れ
有
り
。」
と
あ
る
。
呼
倫
貝
爾
は
、
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区

海
拉
爾
市
で
あ
り
、
斉
斉
哈
爾
の
西
北
約
三
百
八
十
キ
ロ
の
地
点
に
位
置

す
る
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
受
け
た
裁
判
は
、
中
国
人
対
外
国
人
の

裁
判
で
あ
る
。
清
律
の
名
例
律
、
化
外
人
有
犯
条
に
「
化
外
(小
注
。
来

降
）
の
人
、
罪
を
犯
す
者
は
、
並
び
に
律
に
依
り
て
擬
断
す
。」
と
定
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
行
為
に
は
清
律
が
適

用
さ
れ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
立
て
替
え
て
も
ら
っ
た
ラ

ク
ダ
代
を
踏
み
倒
そ
う
と
し
た
の
で
、
そ
の
行
為
は
、
清
律
の
戸
律
、
銭

債
、
違
禁
取
利
条
の
「
私
債
を
負
欠
し
、
約
に
違
い
て
還
さ
ざ
る
者
は
、

五
両
以
上
、
違
う
こ
と
三
月
な
れ
ば
、
笞
一
十
。」
と
い
う
規
定
に
当
て

は
ま
る
。
し
か
し
、
踏
み
倒
そ
う
と
し
た
金
額
が
五
両
よ
り
も
少
な
い
か
、

五
両
以
上
で
あ
っ
て
も
、
支
払
わ
な
か
っ
た
期
間
が
三
ヶ
月
よ
り
も
短
い

の
で
、
何
の
刑
罰
も
受
け
ず
に
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
同
条
の

「
並
び
に
本
利
を
追
し
て
主
に
給
す
。」
と
い
う
規
定
を
待
つ
ま
で
も
な

く
、
立
て
替
え
て
も
ら
っ
た
代
金
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
誤
解

T
he
Farther
A
dventures
に
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が

中
国
滞
在
中
に
、
中
国
人
の
生
活
や
学
問
、
中
国
の
政
治
や
軍
事
力
に
対

し
て
抱
い
た
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
野
英
二
郎
『
停
滞
の
帝
国
』

(前
掲
、
一
七
七
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
感
想
は
「
き
わ

め
て
辛
辣
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
私
が
故
国
に
帰
っ
て
、
み
ん
な
が
シ

ナ
人
の
力
や
富
や
光
栄
や
荘
厳
さ
や
貿
易
な
ど
に
つ
い
て
ひ
ど
く
ほ
め
そ

や
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
時
、
何
と
も
い
え
ぬ
不
思
議
な
気
が
し
た
こ
と

を
、
こ
こ
に
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
無

知
で
汚
ら
し
い
奴
隷
の
単
な
る
軽
蔑
す
べ
き
集
団
か
群
衆
に
す
ぎ
ず
、
そ

関
法
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し
て
そ
う
い
う
連
中
し
か
治
め
る
能
力
の
な
い
政
府
に
隷
属
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
私
は
実
際
に
見
て
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。」
(平
井
訳

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
(下
）』
前
掲
、
三
一
七
頁
。
Ibid.,
p.

174.）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
る
一
方
で
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
、

ナ
ウ
ン
ま
で
二
日
半
の
村
で
中
国
人
裁
判
官
が
行
っ
た
裁
判
を
高
く
評
価

し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
西
欧
諸
国
に
比
べ

て
中
国
で
は
他
の
何
が
劣
っ
て
い
て
も
、
裁
判
だ
け
は
優
れ
て
い
る
、
と

評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
未
開
で
粗
野
な
異
教
徒
の
裁
判
に
し
て
は

予
想
外
に
ま
と
も
で
あ
る
、
と
評
価
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、「
彼
ら
の
富
や
貿
易
や

政
治
力
や
軍
事
力
の
偉
大
さ
は
、
(中
略
）
シ
ナ
人
が
野
蛮
人
と
そ
う
大

差
の
な
い
未
開
の
異
教
国
民
だ
と
い
う
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
が
と
う
て

い
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
驚
く
べ
き
も
の
と
し
て
映
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
(中
略
）
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
全
然
問
題
に
す
る
に
は
足
り
な
い
も
の
な

の
だ
。」
(平
井
訳
、
同
上
、
三
一
六
頁
。
Ibid.,
p.173.）
と
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
中
国
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
後
、

『
反
省
録
』
(Serious
Reflections
during
the
Life
and
Surprising

A
dventures
of
Robinson
Crusoe,1720.
Pickering
&
Chatto,

London,
2008.）
を
著
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
野
『
停
滞
の
帝

国
』
(前
掲
、
一
七
六
頁
）
に
拠
れ
ば
、『
反
省
録
』
の
「
世
界
の
宗
教
の

現
状
」
と
い
う
章
(Chap.IV
.
A
n
Essay
on
the
present
State
of

Religion
in
the
W
orld.）
で
中
国
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で

見
て
み
る
と
、
中
国
の
法
律
や
裁
判
に
つ
い
て
の
で
た
ら
め
な
説
明

(Ibid.,pp.140-1.）
が
見
つ
か
っ
た
の
で
紹
介
し
た
い
。

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
中
国
人
を
礼
賛
す
る
人
々
は
、
統
治
組
織
と

機
械
技
術
が
中
国
人
の
卓
越
す
る
二
分
野
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し

か
し
前
者
は
完
全
な
圧
政
に
他
な
ら
ず
、
上
級
官
吏
が
強
権
的
に
命

令
し
、
統
治
す
る
が
ま
ま
に
、
人
民
が
盲
従
す
る
世
界
で
は
、
そ
れ

が
も
っ
と
も
安
易
な
統
治
方
法
で
あ
る
。
首
を
吊
れ
と
命
令
す
れ
ば
、

少
し
泣
い
た
後
、
た
だ
ち
に
そ
れ
に
従
う
と
さ
え
い
わ
れ
る
人
民
を

治
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
政
治
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
(以
上
、

大
野
訳
。『
停
滞
の
帝
国
』
前
掲
、
一
八
一
頁
）
統
治
に
関
す
る
中

国
人
の
諸
原
則
は
、
彼
ら
自
身
の
間
で
は
十
分
に
う
ま
く
作
用
す
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
に
対
し
て
な
ら
ば
、
全
く
の
混
乱
を
も
た

ら
す
だ
け
で
あ
る
。
中
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、

中
国
で
裁
判
を
受
け
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー

五
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官
僚
が
命
じ
る
こ
と
は
何
で
も
法
律
で
あ
り
、
そ
し
て
、
神
自
身
、

即
座
に
天
罰
を
与
え
た
い
と
思
わ
な
い
限
り
、
官
僚
の
命
令
を
否
定

す
る
力
も
関
心
も
、
中
国
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。」

こ
の
中
に
「
首
を
吊
れ
と
命
令
す
れ
ば
、
少
し
泣
い
た
後
、
た
だ
ち
に

そ
れ
に
従
う
と
さ
え
い
わ
れ
る
人
民
」
と
あ
る
が
、
ほ
ん
の
些
細
な
権
利

侵
害
に
さ
え
敏
感
に
反
応
し
、
相
手
の
官
私
を
問
わ
ず
、
対
抗
措
置
を
取

る
中
国
人
民
に
対
し
て
、
よ
く
も
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
す
る
人
が
い
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、「
官
僚
が
命
じ
る
こ
と
は
何
で
も
法
律
で
あ
る
。」

(w
hatever
the
M
andarin
says,is
a
Law
,）
と
あ
る
が
、
中
国
で
は
、

法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
皇
帝
た
だ
一
人
で
あ
り
、
一
般
人

民
だ
け
で
は
な
く
、
官
僚
も
、
皇
帝
が
制
定
し
た
法
律
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
従
わ
な
け
れ
ば
、
ど
れ
程
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
て
も
、

法
律
に
定
め
ら
れ
た
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
中
国
の
法
律
の
大
部
分
は
、
即
時
の
判
決
、
迅
速
な
執
行
、
正

し
い
報
復
、
及
び
侵
害
か
ら
の
公
正
な
保
護
の
中
に
存
す
る
。
中
国

の
刑
罰
は
残
酷
で
過
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
窃
盗
に
対
し
て
、
両
手

と
両
足
を
切
り
落
と
す
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
殺
人
や
他
の
極
悪
な

犯
罪
を
行
っ
た
者
を
釈
放
す
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
中
に
「
窃
盗
に
対
し
て
、
両
手
と
両
足
を
切
り
落
と
す
。」
と
あ

る
が
、
両
手
と
両
足
を
切
り
落
と
す
刑
は
凌
遅
処
死
で
あ
る
。
凌
遅
処
死

は
、
謀
反
や
尊
属
殺
人
等
、
人
倫
に
反
す
る
罪
に
対
す
る
刑
で
あ
っ
て
、

窃
盗
に
対
し
て
は
科
さ
れ
な
い
。「
殺
人
や
他
の
極
悪
な
犯
罪
を
行
っ
た

者
を
釈
放
す
る
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
国
皇
帝
が
行
う
過
度
な
恩

赦
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
間
違
い
と
は
言
え
な
い
。
続
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
中
国
の
官
僚
は
、
大
変
多
く
の
訴
訟
事
件
で
、
我
々
の
治
安
判

事
の
よ
う
な
、
中
国
人
民
の
裁
判
官
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、

彼
ら
は
、
慣
習
、
口
碑
、
も
し
く
は
現
在
の
世
論
に
依
拠
し
て
判
決

を
下
す
。
そ
し
て
、
判
決
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
刑
罰
を

軽
減
す
べ
き
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
手
間
や
時
間
を
か
け
る
こ
と
な

く
、
た
だ
ち
に
判
決
を
執
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
考
慮
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
国
で
な
さ
れ
て
い
る
し
、
人
間

は
間
違
え
や
す
い
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
、
当
然
な
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。」

こ
の
中
に
「
中
国
の
裁
判
官
は
慣
習
、
口
碑
、
も
し
く
は
現
在
の
世
論

に
依
拠
し
て
判
決
を
下
す
。」
(they
judge
by
Custom
s,O
ralT
radi-
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tion,or
im
m
ediate
O
pinion,）
と
あ
る
が
、
中
国
の
裁
判
の
判
決
基

準
は
、
皇
帝
が
制
定
し
た
法
律
だ
け
で
あ
る
。
清
朝
で
言
え
ば
『
大
清
律

例
』
た
だ
一
つ
で
あ
る
。「
人
情
」
(人
間
の
自
然
な
感
情
）
や
「
道
理
」

が
判
決
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
法
律
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
た
め

の
理
由
と
し
て
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
現
在
の
世
論
」
が
「
人
情
」

を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
慣
習
」
が
中
国
の
裁
判
の
判
決
基

準
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
(創

文
社
、
昭
和
五
十
九
年
）
第
五
「
法
源
と
し
て
の
経
義
と
礼
、
お
よ
び
慣

習
」
第
二
節
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
二
十
世
紀
の
中
国
法
研
究
者
の
中
に

も
、
旧
中
国
の
裁
判
官
は
慣
習
に
依
拠
し
て
判
決
を
下
し
た
、
と
誤
解
す

る
人
が
い
た
。
十
八
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
人
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
、
即
ち
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
が
既
に
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
し
て
い

た
こ
と
は
興
味
深
い
。

ま
た
、「
判
決
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
刑
罰
を
軽
減
す
べ
き

か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
手
間
や
時
間
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
判

決
を
執
行
す
る
。」
と
あ
る
。
確
か
に
、
中
国
の
裁
判
で
は
、
笞
刑
や
杖

刑
と
い
う
軽
い
刑
は
す
ぐ
に
執
行
さ
れ
た
が
、
徒
刑
以
上
の
重
い
刑
に
当

た
る
案
件
は
上
級
官
司
に
送
ら
れ
重
ね
て
審
理
さ
れ
た
。
死
刑
が
決
ま
っ

た
案
件
を
審
査
す
る
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
判
決
に
不
満
が
あ
る
訴

訟
当
事
者
は
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

中
国
の
法
律
や
裁
判
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
誤
解
を
含
む
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
『
反
省
録
』
が
、「
百
万
人
に
一
人
も
読
ま
ぬ
」

(和
田
敏
英
『
イ
ギ
リ
ス
十
八
世
紀
小
説
論
』
開
文
社
出
版
、
昭
和
六
十

二
年
。
二
十
一
頁
）、「
文
学
史
乃
至
は
経
済
史
の
研
究
者
以
外
、
今
日
ほ

と
ん
ど
誰
も
読
ま
な
い
」
(平
井
訳
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー

(下
）』「
解
説
」
前
掲
、
四
〇
七
頁
）
本
で
あ
る
の
は
、
幸
い
で
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

中
国
で
裁
判
を
受
け
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
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